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令和７年第６回筑紫野市議会定例会議案提案内容補足説明目次 

 

報告第１１号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） -- ５ 

議案第５７号 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条 

        例の制定について -------------------------------------------- ９ 

議案第５８号 筑紫野市財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について- １１ 

議案第５９号 筑紫野市土地開発基金条例等を廃止する条例の制定について ---- １３ 

議案第６０号 筑紫野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ------ １５ 

議案第６１号 筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定について ---------- １９ 

議案第６２号 筑紫野市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に 

        関する条例の制定について ---------------------------------- ２９ 

議案第６３号 筑紫野市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正す 

        る条例の制定について -------------------------------------- ３１ 

議案第６４号 筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

        条例の一部を改正する条例の制定について -------------------- ３３ 

議案第６５号 筑紫野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

        する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ---- ３７ 

議案第６６号 筑紫野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

        る条例の制定について -------------------------------------- ３９ 

議案第６７号 筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

        定める条例の一部を改正する条例の制定について -------------- ４１ 

議案第６８号 筑紫野市体育奨励基金条例を廃止する条例の制定について ------ ４３ 

議案第６９号 筑紫野市立学校体育施設使用料条例の制定について ------------ ４５ 

議案第７０号 筑紫野市公園条例の一部を改正する条例の制定について -------- ４７ 

議案第７１号 筑紫野市法定外道路の管理に関する条例の制定について -------- ５１ 
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議案第７２号 筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改 

        正する条例の制定について ---------------------------------- ５３ 

議案第７３号 筑紫野市飲料水供給施設給水条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて ---------------------------------------------------- ５５ 

議案第７４号 筑紫野市水道事業給水条例及び筑紫野市下水道条例の一部を改正 

        する条例の制定について ------------------------------------ ５７ 

議案第７５号 指定管理者の指定について ---------------------------------- ６５ 

議案第７６号 指定管理者の指定について ---------------------------------- ６７ 

議案第７７号 令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第６号）について ------ ６９ 

議案第７８号 令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

       について -------------------------------------------------- ７１ 

議案第７９号 令和７年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算 

       （第１号）について ---------------------------------------- ７３ 

議案第８０号 令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に 

       ついて ---------------------------------------------------- ７５ 

議案第８１号 令和７年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

       について -------------------------------------------------- ７７ 

議案第８２号 令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）について -- ７９ 

議案第８３号 令和７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）について- ８１ 
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提案内容補足説明書    

報告番号 第１１号 教育部 教育政策課 

議 案 名 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

（ 説 明 ）  

 令和７年８月７日（木）午前９時から１１時頃、筑紫野市立筑紫野中学校敷地内に

おいて除草作業を実施していた際に、個人の家の玄関ドアのガラスを損傷させる事故

が発生しました。これに係る損害賠償の額を定めることについて、専決処分の承認を

お願いするものです。 

 詳細につきましては、別紙「学校施設事故に関する報告書」のとおりです。 
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学校施設事故に関する報告書 

 

 

１ 事故発生日時   令和７年８月７日（木） 午前９時から１１時頃 

 

２ 事故発生場所   筑紫野市針摺東四丁目６番１号 

           （筑紫野市立筑紫野中学校付近） 

 

３ 相 手 方    個人（市内在住） 

 

４ 事故の概要    筑紫野市立筑紫野中学校において、草刈り機を使用して除

草作業を実施していた際に、道路を隔てた個人の家の玄

関ドアに石が飛んで当たり、玄関ドアのガラスに約１ｍ

のひび割れを発生させたもの。 

 

５ 相手方の被害状況 玄関ドアのガラスを損傷 

 

６ 事故賠償額    金９９，０００円 

 

７ 添付書類     ・事故現場位置図 

           ・事故現場状況図 
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事故現場 

- 7 -



 事故現場状況図  
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       提案内容補足説明書        

議案番号 第５７号 企画政策部 人事課 

議 案 名 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

（ 説 明 ）  

今回の条例改正は、この度の職員の不祥事に関し、市政全体の監督責任を重く受け

止め、市長の給料の減額措置を行うため、筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条

例の一部を改正するものです。 

１ 具体的な改正内容 

 給料月額 

 

２ 影響額 

   市長  276 千円      

 

新旧対照表：別紙のとおり 

対象者 変更前（円） 変更後（円） 期間 

市長 920,000 828,000 令和8年1月1日～令和8年3月31日 
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筑
紫
野
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

 
 
 
附
 
則
 

1～
16
 
(略

) 

 
 
 
附
 
則
 

1～
16
 
(略

) 

17
 
第

4
条
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和

8
年

1
月

1
日
か
ら
令
和

8
年

3

月
31

日
ま
で
の
間
、
市
長
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
は
、
82
8,
00
0
円
と
す
る
。
 

  

(新
設
) 
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 提案内容補足説明書 

議案番号 第５８号 総務部 財政課 

議 案 名 筑紫野市財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

（ 説 明 ） 

 以下の理由により、決算剰余金の処分方法を整理するため、条例の一部を改正する

ものです。 

地方財政法（昭和23年法律第109号）第７条の規定によれば、決算剰余金の二分の一

を下らない金額については基金へ積み立て、または地方債の繰上償還の財源に充てな

ければならないとされていますが、現行の条例では、剰余金の二分の一の額は財政調

整基金に毎年度積み立てるものとされています。 

 今回の改正では、法律の規定に則り、剰余金を財政調整基金だけでなく、老朽化す

る施設の更新など将来の財政運営のための財源を確保することを目的とした他基金

への積み立てを想定するものです。 

 また、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条の２ただし書きの規定により、

剰余金の一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができると定められて

おり、その規定を併せて設けるものです。 

 

  新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
財
政
調
整
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(積
立
) 

(積
立
) 

第
2条

 
毎
年
度
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
歳
出
予
算
を
も
っ
て
定
め

る
額
と
す
る
。
 

第
2条

 
毎
年
度
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 
(1
) 

地
方
財
政
法
(昭

和
23
年
法
律
第
10
9号

)第
7条

第
1項

の
規
定
に
よ
り

各
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
生
じ
た
剰
余
金
の
2分

の
1の

額
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)

第
23
3条

の
2た

だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
会
計
年
度
に
お
い
て
決
算
剰

余
金
を
生
じ
た
と
き
は
、
決
算
剰
余
金
の
一
部
を
基
金
に
編
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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 提案内容補足説明書 

議案番号 第５９号 総務部 財政課 

議 案 名 筑紫野市土地開発基金条例等を廃止する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

１．筑紫野市土地開発基金条例の廃止について 

 本基金は、社会経済の著しい発展に伴う公共用地の取得難に対応するため、当時の

自治省通知を受けて設置されたものです。 

 社会情勢の変化に加え、土地の先行取得については土地開発公社によることも可能

であり、現在は当該基金を30年以上活用しておらず今後もその必要性が薄いことか

ら、廃止するものです。 

 

２．筑紫野市宅地開発等関連施設準備基金条例の廃止について 

 本基金は、宅地開発等を行う者から、協議のうえ宅地開発寄附金または宅地開発負

担金として平成13年度まで受け入れていたものです。 

 近年の社会情勢から、当該基金の存在意義が薄れているため、廃止するものです。 

 

３．筑紫野市地域福祉基金条例の廃止について 

 本基金は、国の高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）により、果実運

用型の基金を設置することが求められたため、平成３年に設置されたものです。 

 近年の金利の状況から、運用利子をもって事業を行うという基金の目的達成が困難

であるため、廃止するものです。 
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（余白） 
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  提案内容補足説明書     

議案番号 第６０号 市民生活部 市民課 

議 案 名 筑紫野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

令和３年６月８日から実施しているマイナンバーカードを活用した住民票等証明書

のコンビニ交付サービスについて、コンビニ交付手数料を減額することにより、マイ

ナンバーカードの更なる利活用を推進し、コンビニ交付利用拡大による窓口の混雑緩

和を図り、市民の待ち時間短縮等、利便性向上に繋がることから、本条例について所

要の改正をするものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
手
数
料
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

別
表
(第

2条
関
係
) 

1 
戸
籍
、
住
民
票
及
び
自
動
車
の
臨
時
運
行
等
に
関
す
る
も
の
 

別
表
(第

2条
関
係
) 

1 
戸
籍
、
住
民
票
及
び
自
動
車
の
臨
時
運
行
等
に
関
す
る
も
の
 

 
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

1 
印

鑑
登

録

証
明

書
の

交
付
 

次
項
に
掲
げ

る
も
の
以
外

の
も
の
 

1件
 

30
0円

 
(略

) 

多
機
能
端
末

機
に
よ
る
交

付
 

20
0円

 

（
略
）
 

3 
住

民
票

の

写
し

の
交

付
 

次
項
に
掲
げ

る
も
の
以
外

の
も
の
 

1件
 

30
0円

 
(略

) 

多
機
能
端
末

機
に
よ
る
交

付
 

20
0円

 

(略
) 

 
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

1 
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
 

1件
 

30
0円

 
(略

) 

(略
) 

3 
住
民
票
の
写
し
の
交
付
 

1件
 

30
0円

 
(略

) 
 

(略
) 

2～
4 

(略
) 

5 
納
税
等
に
関
す
る
も
の
 

 
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

(略
) 

4 
課
税
に
関
す
る
証
明
 

1件
 

30
0円

 
 

(新
設
) 

(略
) 
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新
 

旧
 

2～
4 

(略
) 

5 
納
税
等
に
関
す
る
も
の
 

 
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

(略
) 

4 
課
税
に
関
す
る
証
明
 

1件
 

30
0円

 
 

4の
2 

所
得
及
び

課
税
に
関

す
る
証
明
 

次
項

に
掲

げ
る

も
の

以
外

の
も

の
 

1件
 

30
0円

 
 

多
機

能
端

末
機

に
よ

る
交
付
 

 
20
0円

 
 

(略
) 
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（余白） 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 
議案番号 第６１号 市民生活部 税務課 

議 案 名 筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されること等に

伴い、筑紫野市税条例の一部を改正するものです。改正内容のうち、主なものは次の

とおりです。 

１．特定親族特別控除の新設 

（１）改正の内容 

就業調整対策の観点から、特定親族（19歳以上23歳未満の大学生年代の子等）

については、年間所得58万円を超え税法上の扶養控除が適用できないものについ

ても、合計所得金額123万円（給与収入188万円）までは、親等がその所得に応じ

て段階的に控除を受けられる仕組みを新設するもの。 

区分 特定親族の合計所得金額（給与収入換算） 控除額 

特定扶養控除 58万円以下     (123万円以下） 45万円 

特定親族 

特別控除 

（新設） 

 58万円超 95万円以下 （123万円超160万円以下） 

 95万円超100万円以下 （160万円超165万円以下） 

100万円超105万円以下 （165万円超170万円以下） 

105万円超110万円以下 （170万円超175万円以下） 

110万円超115万円以下 （175万円超180万円以下） 

115万円超120万円以下 （180万円超185万円以下） 

120万円超123万円以下 （185万円超188万円以下） 

45万円 

41万円 

31万円 

21万円 

11万円 

6万円 

3万円 

（２）施行日 令和８年１月１日 
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     提案内容補足説明書 継紙  （ＮＯ２） 
 

２．加熱式たばこの課税方式の見直し 

（１）改正の内容 

加熱式たばこは紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性に欠いている

状況を踏まえ、国たばこ税において、税負担差を解消するため課税方式の見直しが

行われることに伴い、市たばこ税においても同様に見直すもの。 

（２）課税方式 

現在、重量と価格によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を、重量の

みで紙巻たばこの本数に換算する方式とするもの。 

改正項目 改正前 改正後 

課税方式 

（紙巻たばこの本数への換算方法） 

重量 

価格 
重量 

（３）施行日 令和８年４月１日 

 

  新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(公
示
送
達
) 

(公
示
送
達
) 

第
18
条
 
法
第
20
条
の
2の

規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
公
示
事
項
(同

条
第
2

項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)を

地

方
税
法
施
行
規
則
(昭

和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
)第

1条
の
8第

1項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が

記
載
さ
れ
た
書
面
を
筑
紫
野
市
公
告
式
条
例
(昭

和
30
年
筑
紫
野
町
条
例
第
2

号
)第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
市
の

事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 

第
18
条
 
法
第
20
条
の
2の

規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 
筑
紫
野
市
公
告
式
条
例
(昭

和
30
年
筑
紫
野
町
条
例
第
2

号
)第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

(納
税
証
明
事
項
) 

(納
税
証
明
事
項
) 

第
18
条
の
3 

施
行
規
則
第
1条

の
9第

2号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車

両
法
(昭

和
26
年
法
律
第
18
5号

)第
59
条
第
1項

に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自

動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 

第
18
条
の
3 

地
方
税
法
施
行
規
則
(昭

和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
)第

1条
の
9第

2号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車

両
法
(昭

和
26
年
法
律
第
18
5号

)第
59
条
第
1項

に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自

動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 

(所
得
控
除
) 

(所
得
控
除
) 

第
34
条
の
2 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
第
31
4条

の
2第

1項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
1項

及
び
第
3項

か
ら
第
11
 

第
34
条
の
2 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
第
31
4条

の
2第

1項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
1項

及
び
第
3項

か
ら
第
11
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項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
雑
損
控
除
額
、
医
療
費
控
除
額
、
社
会
保
険
料
控
除

額
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険

料
控
除
額
、
障
害
者
控
除
額
、
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
、
扶
養
控
除
額
又
は
特

定
親
族
特
別
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
25
,0
00
,0
00
円
以
下
で

あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
2項

、
第
6項

及
び
第
11

項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
控
除
額
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い

て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除

す
る
。
 

 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
雑
損
控
除
額
、
医
療
費
控
除
額
、
社
会
保
険
料
控
除

額
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険

料
控
除
額
、
障
害
者
控
除
額
、
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
又
は
扶
養
控
除
額
を
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
25
,0
00
,0
00
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務

者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
2項

、
第
6項

及
び
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
控

除
額
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金

額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

 

(市
民
税
の
申
告
) 

(市
民
税
の
申
告
) 

第
36
条
の
2 

第
23
条
第
1項

第
1号

に
掲
げ
る
者
は
、
3月

15
日
ま
で
に
施
行
規

則
第
5号

の
4様

式
(別

表
)に

よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法
第
31
7条

の
6第

1項
又
は
第
4項

の
規
定
に
よ
り
給
与
支

払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら

1月
1日

現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で

前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以

外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
(公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得

を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
(令

第
48
条
の
9の

7に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
)、

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控

除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額

(所
得
割
の
納
税
義
務
者
(前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
)の

法
第
31
4条

の
2第

1項
第
10
号
の
2に

規
定
す
る
自
己
と
 

第
36
条
の
2 

第
23
条
第
1項

第
1号

に
掲
げ
る
者
は
、
3月

15
日
ま
で
に
施
行
規

則
第
5号

の
4様

式
(別

表
)に

よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法
第
31
7条

の
6第

1項
又
は
第
4項

の
規
定
に
よ
り
給
与
支

払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら

1月
1日

現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で

前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以

外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
(公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得

を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
(令

第
48
条
の
9の

7に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
)、

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控

除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額

(所
得
割
の
納
税
義
務
者
(前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
)の

法
第
31
4条

の
2第

1項
第
10
号
の
2に

規
定
す
る
自
己
と
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生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
(前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
)で

控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を

除
く
。
)、

法
第
31
4条

の
2第

4項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定

親
族
特
別
控
除
額
(特

定
親
族
(同

条
第
1項

第
12
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族

を
い
う
。
第
36
条
の
3の

2第
1項

第
3号

及
び
第
36
条
の
3の

3第
1項

に
お
い

て
同
じ
。
)(
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
)に

係
る
も
の
を
除
く
。
)の

控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額

若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3条

第
8項

に
規
定
す
る
純
損
失

の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
9項

に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金

額
の
控
除
若
し
く
は
第
34
条
の
7の

規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
(以

下
こ

の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
)の

控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得

を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
)及

び
第
24
条
第
2項

に
規
定
す
る
者
(施

行
規
則
第
2条

の
2第

1項
の
表
の
上
欄
の
(2
)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
)に

つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
(前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
)で

控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を

除
く
。
)若

し
く
は
法
第
31
4条

の
2第

4項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額

若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3条

第
8項

に
規
定
す
る
純
損
失

の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
9項

に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金

額
の
控
除
若
し
く
は
第
34
条
の
7の

規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
(以

下
こ

の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
)の

控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得

を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
)及

び
第
24
条
第
2項

に
規
定
す
る
者
(施

行
規
則
第
2条

の
2第

1項
の
表
の
上
欄
の
(2
)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
)に

つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2～
9 

(略
) 

 

2～
9 

(略
) 

 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
) 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
) 

第
36
条
の
3の

2 
所
得
税
法
第
19
4条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

所
得
者
」
と
い
う
。
)で

市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
(以

下
こ
の

条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
)か

ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
 

第
36
条
の
3の

2 
所
得
税
法
第
19
4条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

所
得
者
」
と
い
う
。
)で

市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
(以

下
こ
の

条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
)か

ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
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を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(3
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(3
) 

扶
養
親
族
＿
＿
＿
＿
＿
＿
の
氏
名
 

(4
) 

(略
) 

(4
) 

(略
) 

2～
6 

(略
) 

 

2～
6 

(略
) 

 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
) 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
) 

第
36
条
の
3の

3 
所
得
税
法
第
20
3条

の
6第

1項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て

同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
(所

得
税
法
第
20
3条

の
7の

規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い

う
。
)の

支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
(所

得
割
の
納
税
義
務

者
(合

計
所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)の

自
己
と
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
(退

職
手
当
等
(第

53
条
の
2に

規
定
す
る
退
職
手
当

等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)に

係
る
所
得
を
有
す
る
者
で

あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
9
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い

う
。
第
2号

に
お
い
て
同
じ
。
)又

は
扶
養
親
族
(年

齢
16
歳
未
満
の
者
又
は

控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限

る
。
)若

し
く
は
特
定
親
族
(退

職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)を

有
す
る
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
)で

市
内
に
住
 

第
36
条
の
3の

3 
所
得
税
法
第
20
3条

の
6第

1項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て

同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
(所

得
税
法
第
20
3条

の
7の

規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い

う
。
)の

支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
(所

得
割
の
納
税
義
務

者
(合

計
所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)の

自
己
と
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
(退

職
手
当
等
(第

53
条
の
2に

規
定
す
る
退
職
手
当

等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)に

係
る
所
得
を
有
す
る
者
で

あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
9
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い

う
。
第
2号

に
お
い
て
同
じ
。
)又

は
扶
養
親
族
(年

齢
16
歳
未
満
の
者
又
は

控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限

る
。
)＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
を
有
す
る
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
)で

市
内
に
住
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所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法

第
20
3条

の
6第

1項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
(以

下
こ
の
条
に
お

い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
)か

ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法

第
20
3条

の
6第

1項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
(以

下
こ
の
条
に
お

い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
)か

ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(3
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(3
) 

扶
養
親
族
＿
＿
＿
＿
＿
＿
の
氏
名
 

(4
) 

(略
) 

(4
) 

(略
) 

2～
5 

(略
) 

 

2～
5 

(略
) 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

(加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
) 

(新
設
) 

第
16
条
の
2の

2 
令
和
8年

4月
1日

以
後
に
第
92
条
の
2第

1項
の
売
渡
し
又
は

同
条
第
2項

の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
(次

項
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と

い
う
。
)が

行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
(第

92
条
第
1号

ホ
に
掲
げ
る
加
熱
式

た
ば
こ
を
い
い
、
第
93
条
の
2の

規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)に

係
る
第
94
条
第
1項

の
製

造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
3項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
換
算

し
た
紙
巻
た
ば
こ
(第

92
条
第
1号

イ
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)の

本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(1
) 

葉
た
ば
こ
(た

ば
こ
事
業
法
第
2条

第
2号

に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
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う
。
)を

原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加
熱
式
た
ば
こ
(当

該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全

部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
施
行
規
則
附
則
第
8条

の
4の

2に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
) 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
(フ

ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施

行
規
則
附
則
第
8条

の
4の

3に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
3項

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)の

0.
35
グ
ラ
ム
を

も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
1本

に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式

た
ば
こ
の
1本

当
た
り
の
重
量
が
0.
35
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
1本

を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
1本

に
換
算

す
る
方
法
 

 

(2
) 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ
 
当
該
加
熱
式
た
ば
こ

の
重
量
の
0.
2グ

ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
1本

に
換
算
す
る
方
法
。

た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
1個

当
た
り
の
重
量
が
4グ

ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と

の
1個

を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
20
本
に
換
算
す
る
方
法
 

 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
加
熱
式
た
ば
こ
の
う
ち
同
項
第
1号

た
だ
し
書
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
同
項
第
2号

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
以
外
の
も
の
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お

け
る
計
算
は
、
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
1個

当
た
り
の
重
量
に
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た

重
量
を
同
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
紙
巻

た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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3 
前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
1個

当
た
り

の
重
量
に
0.
1グ

ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 

4 
第
1項

第
2号

に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
(第

93
条
の
2の

規
定
に
よ
り
製
造

た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
)の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

 

(1
) 

第
1項

第
1号

に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
 

 

(2
) 

第
1項

第
2号

に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
(第

93
条
の
2の

規
定
に
よ
り

製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
)と

併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供

さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
(同

条
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
)で

あ
っ
て
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
み
の
品
目
の
も
の
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第６２号 市民生活部 税務課 

議 案 名 筑紫野市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除

に関する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年

法律第40号）に基づき、地域経済牽引事業計画を作成し県の承認を受けることで、地

方税法（昭和25年法律第226号）第６条第１項の規定による固定資産税の課税免除を行

うことに関し必要な事項を定めるものです。 

なお、本条例の制定により課税免除となった固定資産税については、減収額の４分

の１を国から補てんする措置が講じられます。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書 
議案番号 第６３号 市民生活部 国保年金課 

議 案 名 筑紫野市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

今回の条例改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）の一部改正に伴い、筑紫野市重度障がい者医療費の支給に

関する条例において、項ずれが生じましたので条例の一部を改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
重
度
障
が
い
者
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(障
が
い
者
施
設
等
に
入
所
等
し
た
場
合
の
特
例
) 

(障
が
い
者
施
設
等
に
入
所
等
し
た
場
合
の
特
例
) 

第
13
条
 
第
3条

第
1項

第
1号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
筑
紫
野
市
の
決
定
に

よ
り
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
(平

成
17
年
法
律
第
12
3号

)第
5条

第
6項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
施
設
、
同
条
第
11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
18

項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
共
同
生
活
住
居
、
同
条
第
29
項
に
規

定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の

ぞ
み
の
園
法
(平

成
14
年
法
律
第
16
7号

)第
11
条
第
1号

に
よ
り
独
立
行
政
法

人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
、
老
人

福
祉
法
(昭

和
38
年
法
律
第
13
3号

)第
20
条
の
4に

規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
法
(平

成
9年

法
律
第
12
3号

)第
8条

第
11
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
(介

護
保
険
特
定
施
設
)又

は
同
条
第
25
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施

設
(以

下
「
障
が
い
者
施
設
等
」
と
い
う
。
)に

入
所
等
し
た
た
め
、
障
が
い

者
施
設
等
の
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
内
へ
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ

る
者
は
、
筑
紫
野
市
が
行
う
重
度
障
が
い
者
医
療
費
の
支
給
対
象
者
と
す

る
。
 

第
13
条
 
第
3条

第
1項

第
1号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
筑
紫
野
市
の
決
定
に

よ
り
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
(平

成
17
年
法
律
第
12
3号

)第
5条

第
6項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
施
設
、
同
条
第
11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
17

項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
共
同
生
活
住
居
、
同
条
第
28
項
に
規

定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の

ぞ
み
の
園
法
(平

成
14
年
法
律
第
16
7号

)第
11
条
第
1号

に
よ
り
独
立
行
政
法

人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
、
老
人

福
祉
法
(昭

和
38
年
法
律
第
13
3号

)第
20
条
の
4に

規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
法
(平

成
9年

法
律
第
12
3号

)第
8条

第
11
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
(介

護
保
険
特
定
施
設
)又

は
同
条
第
25
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施

設
(以

下
「
障
が
い
者
施
設
等
」
と
い
う
。
)に

入
所
等
し
た
た
め
、
障
が
い

者
施
設
等
の
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
内
へ
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ

る
者
は
、
筑
紫
野
市
が
行
う
重
度
障
が
い
者
医
療
費
の
支
給
対
象
者
と
す

る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 
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 提案内容補足説明書     

議案番号 第６４号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）により児童福祉法（昭和

22年法律第164号）に保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設されたこ

と、及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61

号）の一部が改正され、乳幼児に対する健康診査の項目の追加がなされたことにより、

筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

るものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

・児童福祉法第３３条の１０に新たに第２項及び第３項が設けられた（保育所等の

職員による虐待に関する通報義務等が創設された）ため、同条を引用している箇

所を変更 

・家庭的保育事業等を利用する児童の入所開始時健康診断・定期健康診断について、

母子保健法第１２条又は第１３条に規定する健康診査で代替することできるもの

とする規定の追加 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

第
12
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
33

条
の
10
第
1項

各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有

害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

第
12
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
33

条
の
10
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影

響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

(利
用
乳
幼
児
及
び
職
員
の
健
康
診
断
) 

(利
用
乳
幼
児
及
び
職
員
の
健
康
診
断
) 

第
17
条
 
(略

) 
第
17
条
 
(略

) 

2 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
(母

子
保
健
法
(
昭
和
40
年
法
律
第

14
1号

)第
12
条
又
は
第
13
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
い

て
同
じ
。
)(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
)が

行
わ

れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
等
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
欄

に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
健
康
診
断
等
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所

等
に
お
け
る
乳
児
又
は
幼
児
(以

下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
)の

利
用
開
始
前

の
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
が
利
用
乳
幼
児

に
対
す
る
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
児
童

相
談
所
等
に
お
け
る
乳
幼
児
の
利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
乳
児
又

は
幼

児
(
以

下
「

乳
幼

児
」

と
い

う
。
)の

利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
 

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始

時
の
健
康
診
断
 

乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
 

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始

時
の
健
康
診
断
、
定
期
の
健
康
診
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新
 

旧
 

断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断
 

3・
4 

(略
) 

 

  3・
4 

(略
) 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書     

議案番号 第６５号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）により児童福祉法（昭和

22年法律第164号）に保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設されたこと

に伴い、本条例の一部を改正するものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

・児童福祉法第３３条の１０に新たに第２項及び第３項が設けられた（保育所等の 

職員による虐待に関する通報義務等が創設された）ため、同条を引用している箇 

所を改正 

・幼保連携型認定こども園及び幼稚園について、就学前の子どもに関する教育、保 

育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）第２７条の２第１項 

各号に掲げる行為を、当該施設入園児に対して行ってはならない行為として追加 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

第
25
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
33
条
の
10
第
1項

各
号
(幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
法

第
27
条
の
2第

1項
各
号
、
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に

あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
28
条
第
2項

に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ
ど
も

園
法
第
27
条
の
2第

1項
各
号
)に

掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
 

 

第
25
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
33
条
の
10
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
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 提案内容補足説明書     

議案番号 第６６号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の制定について 

（ 説 明 ） 

令和６年６月１２日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

（令和6年法律第47号）により、新たな通園給付として「乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）」が創設され、令和８年４月１日から全国の自治体で実施されます。 

改正法による改正後の児童福祉法（昭和22年法律第164号）第３４条の１６第１項に

おいて、市は、乳児等通園支援事業の設備及び運営についての基準を条例で定めなけ

ればならないとされているため、新たに条例を制定するものです。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書 
議案番号 第６７号 教育部 学校教育課 

議 案 名 筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ）  

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）により児童福祉法（昭和

22年法律第164号）が改正されたことに伴い、筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

［改正内容］ 

改正後の児童福祉法では、第３３条の１０に新たに第２項及び第３項が設けられた

ため、本条例中同法を引用している第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条

の１０第１項各号」に改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

(虐
待
等
の
禁
止
) 

第
12
条
 
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
33
条
の
10
第
1項

各
号

に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

第
12
条
 
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
33
条
の
10
各
号
に
掲
げ

る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
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 提案内容補足説明書 
議案番号 第６８号 教育部 文化・スポーツ振興課 

議 案 名 筑紫野市体育奨励基金条例を廃止する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

筑紫野市体育奨励基金条例は、体育の振興を図り健康なまちづくりに寄与することを

目的に、寄附金を原資として昭和 53 年に制定したところです。 

本条例で設置される基金と併せ一般会計を財源とし、全国大会に出場するスポーツ団

体等に対し、それに要する経費の一部を体育奨励助成金として交付していますが、本年

度をもって当該基金残高が無くなる見込みであることから、本条例を廃止するもので

す。 

 なお、今後の体育奨励助成金の財源につきましては、一般会計により対応するものと

します。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書 
議案番号 第６９号 教育部 文化・スポーツ振興課 

議 案 名 筑紫野市立学校体育施設使用料条例の制定について 

（ 説 明 ） 

学校体育施設については、学校教育法、社会教育法及びスポーツ基本法に基づき、学

校教育に支障がない範囲で公共のために供することが求められており、本市においても

多くの社会体育団体等に開放しているところです。 

現在、本市における当該施設使用料については有料と無料の施設があること、また、

社会体育施設については有料であることなど統一性が無いことから、利用する団体等の

公平性が保たれていない状況です。 

また、これらの状況に加え近隣自治体の学校体育施設は有料であることを踏まえ、本

市の外部評価委員会において、当該施設使用料の徴収についての提言を受けているとこ

ろです。 

これらの理由により、学校体育施設の使用料を徴収するに当たり、統一的な使用料を

定めることを目的に本条例を制定するものです。 

なお、筑紫野市立筑紫野中学校及び筑山中学校運動場使用料条例は、本条例に統一す

ることから廃止するものとします。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書    
議案番号 第７０号 建設部 管理保全課 

議 案 名 筑紫野市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

今回の条例改正は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（バリアフリー法施行令）（平成18年政令第379号）の一部を改正する政令が施行され

たことに伴いまして筑紫野市公園条例の一部を改正する他、所要の改正を行うもので

す。 

具体的には、バリアフリー法施行令の改正に伴う条ずれの修正及び公園内での禁止

行為に関する包括条項及び関係機関への照会規定の追加等を行うものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
公
園
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(公
園
施
設
の
建
築
面
積
の
基
準
の
特
例
) 

(公
園
施
設
の
建
築
面
積
の
基
準
の
特
例
) 

第
8条

 
都
市
公
園
法
施
行
令
(昭

和
31
年
政
令
第
29
0号

。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
)第

6条
第
1項

第
1号

に
掲
げ
る
場
合
に
関

す
る
法
第
4条

第
1項

た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
範
囲
は
、
同
号
に
規
定
す

る
建
築
物
に
限
り
、
当
該
公
園
の
敷
地
面
積
の
10
0分

の
10
を
限
度
と
し
て

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
建
築
面
積
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。
 

第
8条

 
都
市
公
園
法
施
行
令
(昭

和
31
年
政
令
第
29
0号

。
以
下
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 
 
 
 
＿
「
令
」
と
い
う
。
)第

6条
第
1項

第
1号

に
掲
げ
る
場
合
に
関

す
る
法
第
4条

第
1項

た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
範
囲
は
、
同
号
に
規
定
す

る
建
築
物
に
限
り
、
当
該
公
園
の
敷
地
面
積
の
10
0分

の
10
を
限
度
と
し
て

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
建
築
面
積
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。
 

2～
4 

(略
) 

 

2～
4 

(略
) 

 

(行
為
の
禁
止
) 

(行
為
の
禁
止
) 

第
11
条
 
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
管
理
者
が
管
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
又
は
管
理
者
の
許

可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
11
条
 
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
管
理
者
が
管
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
又
は
管
理
者
の
許

可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
)～

(9
) 

(略
) 

(1
)～

(9
) 

(略
) 

(1
0)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
園
の
管
理
に
支
障
の
あ
る
行
為
 

 

(新
設
) 

 

(監
督
処
分
) 

(監
督
処
分
) 

第
26
条
 
(略

) 
第
26
条
 
(略

) 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

3 
市
長
は
、
前
2項

に
定
め
る
監
督
処
分
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
警
察
及
び
関
係
機
関
へ
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(新
設
) 

 

 
 

第
32
条
 
市
長
は
、
前
3条

に
定
め
る
手
続
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
警
察
及
び
関
係
機
関
へ
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(新
設
) 
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新
 

旧
 

 
 

 別
表
第
1(
第
9条

関
係
) 

項
 

施
設
名
 

設
置
基
準
 

1 
園
路
及
び
広
場
 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主

と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(平

成
18
年
政
令
第

37
9号

。
以
下
こ
の
別
表
に
お
い
て
「
令
」
と

い
う
。
)第

3条
第
1号

に
規
定
す
る
園
路
及
び

広
場
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
1
以
上

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

(1
)～

(5
) 
(略

) 

(6
) 

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
転
落
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
は
、
柵
、
令
第
11
条
第
2号

に
規
定
す
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
令
第
22

条
第
2項

第
1号

に
規
定
す
る
線
状
ブ
ロ
ッ
ク

等
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
床
面
に
敷
設
し

た
も
の
(以

下
「
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ

ク
」
と
い
う
。
)そ

の
他
の
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(7
) 
(略

) 

(略
) 

 別
表
第
1(
第
9条

関
係
) 

項
 

施
設
名
 

設
置
基
準
 

1 
園
路
及
び
広
場
 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主

と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(平

成
18
年
政
令
第

37
9号

。
以
下
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
「
令
」
と

い
う
。
)第

3条
第
1号

に
規
定
す
る
園
路
及
び

広
場
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
1
以
上

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

(1
)～

(5
) 
(略

) 

(6
) 

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
転
落
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
は
、
柵
、
令
第
11
条
第
2号

に
規
定
す
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
令
第
21

条
第
2項

第
1号

に
規
定
す
る
線
状
ブ
ロ
ッ
ク

等
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
床
面
に
敷
設
し

た
も
の
(以

下
「
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ

ク
」
と
い
う
。
)そ

の
他
の
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(7
) 
(略

) 

(略
) 
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新
 

旧
 

 別
表
第
5(
第
22
条
関
係
) 

備
考
 

1～
2 

(略
) 

3 
本
表
以
外
の
種
別
に
係
る
占
用
物
件
は
、
筑
紫
野
市
道
路
及
び
普
通
河
川

占
用
料
徴
収
条
例
(昭

和
58
年
筑
紫
野
市
条
例
第
32
号
)第

2条
に
定
め
る
別
表

の
例
に
よ
り
査
定
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
そ
の
都
度
評

定
し
た
額
と
す
る
。
 

 

 別
表
第
5(
第
22
条
関
係
) 

備
考
 

1～
2 

(略
) 

3
 
本
表
以
外
の
種
別
に
係
る
占
用
物
件
は
、
類
似
の
物
件
に
よ
り
査
定
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
そ
の
都
度
評
定
し
た
額
と
す
る
。
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 提案内容補足説明書 
議案番号 第７１号 建設部 管理保全課 

議 案 名 筑紫野市法定外道路の管理に関する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

本条例は、法定外道路の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外道路の保

全及び適正な利用を図るために条例を制定するものです。 

主な内容としては、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）及び筑紫野市道路及び普通河

川占用等規則 （昭和 58 年筑紫野市規則第 14 号）に準じて、「禁止行為」や「占用」、「工

事施行命令」等の維持管理に必要な事項について定めるものです。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書     
議案番号 第７２号 環境経済部 環境課 

議 案 名 筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

粗大ごみの排出方法について、電子情報処理組織を使用する方法を追加することに

伴い、本条例の一部を改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
一
般
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(排
出
の
方
法
) 

(新
設
) 

第
3条

 
市
長
又
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
が
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集

に
際
し
て
、
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
(占

有
者
が
な
い
場
合
に
は
、
管
理

者
と
す
る
。
)は

、
法
第
6条

の
規
定
に
よ
り
定
め
て
公
表
し
た
本
市
の
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
(以

下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
」
と
い
う
。
)に

従
い
、

分
別
し
、
指
定
袋
に
入
れ
て
所
定
の
場
所
に
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3条

 
市
長
又
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
が
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集

に
際
し
て
、
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
(占

有
者
が
な
い
場
合
に
は
、
管
理

者
と
す
る
。
)は

、
法
第
6条

の
規
定
に
よ
り
定
め
て
公
表
し
た
本
市
の
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
(以

下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
」
と
い
う
。
)に

従
い
、

分
別
し
、
指
定
袋
に
入
れ
て
所
定
の
場
所
に
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
指
定
袋
に
入
ら
な
い
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
粗
大
ご
み
専
用

指
定
シ
ー
ル
を
貼
付
し
て
、
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
通
常
成
人
1人

が
手
で
運
搬
で
き
る
物
に
つ
い
て
は
1枚

、
そ
れ
以
外

に
つ
い
て
は
2枚

貼
付
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
袋
に
入
ら
な
い
一
般
廃
棄
物
に
つ
い

て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
枚
数
の
粗
大
ご
み
専
用
指
定
シ
ー
ル
を
貼
付
し

て
、
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

重
量
が
お
お
む
ね
30
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
 
1枚

 

(2
) 

前
号
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
も
の
 
2枚

 

(新
設
）
 

3 
前
項
の
規
定
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
粗
大
ご
み
専
用
指
定
シ
ー
ル
は
貼
付

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(新
設
）
 

4 
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
お
い
て
市
長
が
設
置
す
る
回
収
容
器
に
排
出
す

る
乾
電
池
、
白
色
ト
レ
イ
、
紙
パ
ッ
ク
そ
の
他
市
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
第
1項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

2 
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
お
い
て
市
長
が
設
置
す
る
回
収
容
器
に
排
出
す

る
乾
電
池
、
白
色
ト
レ
イ
、
紙
パ
ッ
ク
そ
の
他
市
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

5 
(略

) 

 

3 
(略

) 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第７３号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 筑紫野市飲料水供給施設給水条例の一部を改正する条例の制定

について 

（ 説 明 ） 

 現在、筑紫野市飲料水供給施設給水条例において、飲料水供給施設使用料の納付方法

は納入通知書によると規定されており、給水区域である柚須原地区に住む施設使用者の

負担を軽減するため、口座振替を導入したいと考えております。 

 よって、柚須原飲料水供給施設使用料の納付方法に口座振替を導入するに当たり、本

条例の改正を行うものです。 

 

  新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
飲
料
水
供
給
施
設
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(料
金
) 

(料
金
) 

第
5条

 
前
条
の
承
認
を
受
け
た
者
(以

下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
)は

、
別
表

第
1に

定
め
る
料
金
に
消
費
税
等
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
5条

 
前
条
の
承
認
を
受
け
た
者
(以

下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
)は

、
別
表

第
1に

定
め
る
料
金
に
10
0分

の
11
0を

乗
じ
て
得
た
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(料
金
の
算
定
) 

(料
金
の
算
定
) 

第
6条

 
料
金
は
、
2か

月
分
を
翌
月
の
5日

ま
で
に
計
量
し
、
そ
の
使
用
水
量

で
算
定
す
る
。
 

第
6条

 
料
金
は
、
2箇

月
分
を
翌
月
の
5日

ま
で
に
計
量
し
、
そ
の
使
用
水
量

で
算
定
す
る
。
 

2 
月
の
中
途
に
お
い
て
、
飲
料
水
供
給
施
設
の
使
用
を
開
始
し
、
又
は
中
止

し
た
と
き
の
料
金
は
1か

月
分
と
し
て
算
定
す
る
。
 

 

2 
月
の
中
途
に
お
い
て
、
飲
料
水
供
給
施
設
の
使
用
を
開
始
し
、
又
は
中
止

し
た
と
き
の
料
金
は
1箇

月
分
と
し
て
算
定
す
る
。
 

 

(料
金
の
徴
収
方
法
) 

(料
金
の
徴
収
方
法
) 

第
7条

 
料
金
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
し
た
納
入
通
知
書
又
は
口
座
振

替
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。
 

 

第
7条

 
料
金
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
し
た
納
入
通
知
書
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

(給
水
の
原
則
) 

(給
水
の
原
則
) 

第
11
条
 
給
水
は
、
非
常
災
害
、
水
道
施
設
の
損
傷
、
公
益
上
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
及
び
法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
制
限

又
は
停
止
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
11
条
 
給
水
は
、
非
常
災
害
、
水
道
施
設
の
損
傷
、
公
益
上
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
及
び
法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
制
限

又
は
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 
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      提案内容補足説明書        

議案番号 第７４号 環境経済部 上下水道工務課 

議 案 名 筑紫野市水道事業給水条例及び筑紫野市下水道条例の一部を 

改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

 国土交通省より、災害その他非常の場合における給水装置工事の施行及び「標準下

水道条例について」の改正について通知が発出されました。これは、地震等の大規模

発生時における宅内配管等の修繕体制の強化を図るための、広域的な対策の一環でご

ざいます。 

 現行の条例におきましては、給水装置及び排水設備の工事は、本市が指定する事業

者でなければ、原則として行うことができないこととなっております。この規定は、

平時における工事の適正管理に不可欠でありますが、災害その他非常の場合において、

指定工事事業者の確保が困難となった場合、復旧の遅延を招き、市民生活に不可欠な

水の供給・排水機能が停止する事態が懸念されます。 

 今回の改正は、上記の課題を解消し、本市の危機管理体制を強化することを目的と

しています。国の通知を踏まえ、地震等の災害時において、管理者（市長）が特に必要

と認めるときは、他の市町村長等が指定した事業者にも工事を行わせることを可能と

する規定を設けます。これにより、被災した市民生活に不可欠な宅内配管の早期復旧

に資することを主な目的として、以下のとおり本条例の一部を改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
水
道
事
業
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
(第

1条
関
係
) 

新
 

旧
 

(給
水
装
置
の
種
類
) 

(給
水
装
置
の
種
類
) 

第
4条

 
給
水
装
置
は
、
次
の
3種

と
す
る
。
 

第
4条

 
給
水
装
置
は
、
次
の
3種

と
す
る
。
 

(1
) 

専
用
給
水
装
置
(1
戸
又
は
1か

所
で
専
用
す
る
も
の
) 

(1
) 

専
用
給
水
装
置
(1
戸
又
は
1箇

所
で
専
用
す
る
も
の
) 

(2
) 

共
用
給
水
装
置
(1
個
の
水
栓
を
2戸

若
し
く
は
2か

所
以
上
で
共
用
す

る
も
の
又
は
公
衆
の
用
に
供
す
る
も
の
で
管
理
者
が
認
め
た
も
の
) 

(2
) 

共
用
給
水
装
置
(1
個
の
水
栓
を
2戸

若
し
く
は
2箇

所
以
上
で
共
用
す

る
も
の
又
は
公
衆
の
用
に
供
す
る
も
の
で
管
理
者
が
認
め
た
も
の
) 

(3
) 

(略
) 

 

(3
) 

(略
) 

 

(工
事
の
施
行
) 

(工
事
の
施
行
) 

第
7条

 
給
水
装
置
の
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
は
、
管
理
者
又
は
管
理
者
が

法
第
16
条
の
2第

1項
の
指
定
を
し
た
者
(以

下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
」
と
い
う
。
)が

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お

い
て
、
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業
者
(法

第
3条

第
5項

に
規
定
す
る
水
道
事

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)又

は
他
の
水
道
事
業
者
が
法
第
16
条
の
2第

1

項
の
指
定
を
し
た
者
が
給
水
装
置
工
事
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
7条

 
給
水
装
置
の
新
設
等
の
設
計
及
び
工
事
は
、
管
理
者
又
は
管
理
者
が

法
第
16
条
の
2第

1項
の
指
定
を
し
た
者
(以

下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
」
と
い
う
。
)が

施
行
す
る
。
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
 

2～
6 

(略
) 

 

2～
6 

(略
) 

 

(工
事
費
の
算
出
方
法
) 

(工
事
費
の
算
出
方
法
) 

第
8条

 
(略

) 
第
8条

 
(略

) 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

3 
前
2項

に
規
定
す
る
工
事
費
の
算
出
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
管
理

者
が
定
め
る
。
 

3 
前
二
項
に
規
定
す
る
工
事
費
の
算
出
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
管

理
者
が
定
め
る
。
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新
 

旧
 

 
 

(給
水
の
原
則
) 

(給
水
の
原
則
) 

第
11
条
 
給
水
は
、
非
常
災
害
、
水
道
施
設
の
損
傷
、
公
益
上
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
及
び
法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
制
限

又
は
停
止
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
11
条
 
給
水
は
、
非
常
災
害
、
水
道
施
設
の
損
傷
、
公
益
上
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
及
び
法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
制
限

又
は
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

2 
前
項
の
給
水
を
制
限
し
、
又
は
停
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
時

及
び
区
域
を
定
め
て
そ
の
都
度
こ
れ
を
予
告
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を

得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

2 
前
項
の
給
水
を
制
限
又
は
停
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
及
び

区
域
を
定
め
て
そ
の
都
度
こ
れ
を
予
告
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

3 
(略

) 

 

3 
(略

) 

 

(給
水
装
置
及
び
水
質
検
査
) 

(給
水
装
置
及
び
水
質
検
査
) 

第
20
条
 
管
理
者
は
、
給
水
装
置
又
は
供
給
す
る
水
の
水
質
に
つ
い
て
、
水
道

使
用
者
等
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
検
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
請
求
者
に
通
知
す
る
。
 

第
20
条
 
管
理
者
は
、
給
水
装
置
又
は
供
給
す
る
水
の
水
質
に
つ
い
て
、
水
道

使
用
者
等
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
検
査
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
請
求
者
に
通
知
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(料
金
) 

(料
金
) 

第
22
条
 
料
金
は
、
次
の
表
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る

も
の
と
す
る
。
 

第
22
条
 
料
金
は
、
次
の
表
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る

も
の
と
す
る
。
 

料
金
表
 
(1
か
月
・
消
費
税
等
込
み
) 

料
金
表
 
(1
ヵ
月
・
消
費
税
等
込
み
) 

（
略
）
 

 

（
略
）
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新
 

旧
 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

 

(料
金
の
算
定
) 

(料
金
の
算
定
) 

第
23
条
 
料
金
は
、
毎
年
度
を
6期

に
区
分
し
、
各
期
の
定
例
日
に
メ
ー
タ
ー

に
よ
り
計
量
し
た
1期

当
た
り
の
使
用
水
量
を
、
当
該
期
の
各
月
に
平
均
し

て
使
用
し
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
す
る
。
 

第
23
条
 
料
金
は
、
毎
年
度
を
6期

に
区
分
し
、
各
期
の
定
例
日
に
メ
ー
タ
ー

に
よ
り
計
量
し
た
1期

あ
た
り
の
使
用
水
量
を
、
当
該
期
の
各
月
に
平
均
し

て
使
用
し
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(特
別
な
場
合
に
お
け
る
料
金
の
算
定
) 

(特
別
な
場
合
に
お
け
る
料
金
の
算
定
) 

第
25
条
 
各
期
の
中
途
に
お
い
て
、
水
道
の
使
用
を
開
始
し
た
と
き
は
、
定
例

日
に
メ
ー
タ
ー
点
検
を
行
い
そ
の
日
の
属
す
る
前
期
分
と
し
て
算
定
し
、
水

道
の
使
用
を
や
め
た
と
き
は
、
当
該
使
用
を
や
め
た
日
に
メ
ー
タ
ー
を
点
検

し
そ
の
日
の
属
す
る
期
分
と
し
て
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
定
例
日
又
は
使
用

を
や
め
た
日
に
お
け
る
使
用
期
間
が
1か

月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
1か

月
分

と
し
て
算
定
す
る
。
 

第
25
条
 
各
期
の
中
途
に
お
い
て
、
水
道
の
使
用
を
開
始
し
た
と
き
は
、
定
例

日
に
メ
ー
タ
ー
点
検
を
行
い
そ
の
日
の
属
す
る
前
期
分
と
し
て
算
定
し
、
水

道
の
使
用
を
や
め
た
と
き
は
、
当
該
使
用
を
や
め
た
日
に
メ
ー
タ
ー
を
点
検

し
そ
の
日
の
属
す
る
期
分
と
し
て
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
定
例
日
又
は
使
用

を
や
め
た
日
に
お
け
る
使
用
期
間
が
1ケ

月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
1ケ

月
分

と
し
て
算
定
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(料
金
の
徴
収
方
法
) 

(料
金
の
徴
収
方
法
) 

第
27
条
 
料
金
は
、
納
入
通
知
書
又
は
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
2か

月
ご
と

に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。
 

 

第
27
条
 
料
金
は
、
納
入
通
知
書
又
は
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
2ヵ

月
ご
と

に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。
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筑
紫
野
市
下
水
道
条
例
新
旧
対
照
表
(第

2条
関
係
) 

新
 

旧
 

(排
水
設
備
等
の
工
事
の
実
施
) 

(排
水
設
備
等
の
工
事
の
実
施
) 

第
9条

 
(略

) 
第
9条

 
(略

) 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管

理
者
が
他
の
市
町
村
長
(地

方
公
営
企
業
法
(昭

和
27
年
法
律
第
29
2号

)第
7

条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
)の

指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(新
設
) 

3 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

第
13
条
 
次
の
各
号
に
定
め
る
物
質
又
は
項
目
に
関
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
い
下
水
(水

洗
便
所
か
ら
排
除
さ
れ
る
汚
水
及
び
法
第
12

条
の
2第

1項
又
は
第
5項

の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
に
排
除
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
)を

継
続
し
て
排
除
し
て
公
共
下
水
道

を
使
用
す
る
者
は
、
除
害
施
設
の
設
置
又
は
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
程
で
定
め
る
物
質
又
は
項
目
に
係
る
水
質
及
び
水
量

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
13
条
 
次
の
各
号
に
定
め
る
物
質
又
は
項
目
に
関
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
い
下
水
(水

洗
便
所
か
ら
排
除
さ
れ
る
汚
水
及
び
法
第
12

条
の
2第

1項
又
は
第
5項

の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
に
排
除
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
)を

継
続
し
て
排
除
し
て
公
共
下
水
道

を
使
用
す
る
者
は
、
除
害
施
設
の
設
置
又
は
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
程
で
定
め
る
物
質
又
は
項
目
に
係
る
水
質
及
び
水
量

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 

下
水
道
施
行
令
(昭

和
34
年
政
令
第
14
7号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
)

第
9条

の
4第

1項
各
号
に
掲
げ
る
物
質
 
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

数
値
。
た
だ
し
、
同
条
第
3項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
に
規
定

す
る
基
準
に
係
る
数
値
と
す
る
。
 

(1
)
 
下
水
道
施
行
令
(
昭
和
34
年
政
令
第
14
7
号
。
以
下
、
「
令
」
と
い

う
。
)第

9条
の
4第

1項
各
号
に
掲
げ
る
物
質
 
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
数
値
。
た
だ
し
、
同
条
第
3項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
に

規
定
す
る
基
準
に
係
る
数
値
と
す
る
。
 

(2
)～

(7
) 

(略
) 

(2
)～

(7
) 

(略
) 
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新
 

旧
 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

 

（
使
用
料
）
 

第
19
条
 
使
用
料
の
額
は
、
該
当
期
の
期
間
に
お
い
て
使
用
者
が
排
除
し
た
汚

水
排
出
量
に
応
じ
算
定
す
る
も
の
と
し
、
次
の
表
に
定
め
る
基
本
使
用
料
と

従
量
使
用
料
の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
10
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

（
使
用
料
）
 

第
19
条
 
使
用
料
の
額
は
、
該
当
期
の
期
間
に
お
い
て
使
用
者
が
排
除
し
た
汚

水
排
出
量
に
応
じ
算
定
す
る
も
の
と
し
、
次
の
表
に
定
め
る
基
本
使
用
料
と

従
量
使
用
料
の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
10
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

(区
分
 
1か

月
・
消
費
税
等
込
み
) 

(区
分
 
1ヵ

月
・
消
費
税
等
込
み
) 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

 (汚
水
排
出
量
の
算
定
) 

 (汚
水
排
出
量
の
算
定
) 

第
20
条
 
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
の
算
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

第
20
条
 
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
の
算
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

(1
) 

水
道
水
を
使
用
し
た
場
合
は
、
水
道
の
使
用
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
 

2以
上
の
使
用
者
が
給
水
装
置
を
共
同
で
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
筑
紫

野
市
公
営
企
業
管
理
者
が
認
定
し
た
使
用
量
と
す
る
。
 

(1
) 

水
道
水
を
使
用
し
た
場
合
は
、
水
道
の
使
用
量
と
す
る
。
た
だ
し
、

二
以
上
の
使
用
者
が
給
水
装
置
を
共
同
で
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
筑
紫

野
市
公
営
企
業
管
理
者
が
認
定
し
た
使
用
量
と
す
る
。
 

(2
) 

(略
) 

(2
) 

(略
) 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(占
用
) 

(占
用
) 

第
28
条
 
(略

) 
第
28
条
 
(略

) 

2
 
管
理
者
は
、
前
項
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
占
用
料
を
徴
収
す
 
2
 
管
理
者
は
、
前
項
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
占
用
料
を
徴
収
す
 

- 62 -



新
 

旧
 

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(4
) 

地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
地
方
公
営
企
業
法
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
_第

2条
第
1項

に
規
定
す
る
地
方
公
営
企
業
以
外
の
事
業
に
係
る
占
用

物
件
 

(4
)
 
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 
議案番号 第７５号 教育部 文化・スポーツ振興課 

議 案 名 指定管理者の指定について 

（ 説 明 ） 

現在の指定管理者受託団体である「一般社団法人筑紫野市スポーツ協会」につきま

しては、スポーツ全般に精通し日頃よりスポーツ振興に寄与している団体であり、平

成２３年度の指定管理導入時から現在まで安定した運営を行ってきた実績がありま

す。 

また、管理施設の利用者の多くは当該団体に加盟していることから、一般利用者を

含む多くの利用者の意見を反映した運営が行われており、今後も利用者との信頼関係

を活かしながら適切な業務運営と安定したサービスの提供が期待できるところです。 

このことから、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、以下のとおり指

定管理者に当該団体を指定することについて同条第６項の規定により議会の議決を求

めるものです。 

 

《管理を指定する施設》 

○筑紫野市勤労青少年ホーム 

○筑紫野市農業者トレーニングセンター 

○筑紫野市筑紫運動広場 

○筑紫野市御笠運動広場 

○筑紫野市山家スポーツ公園 

 

《指定管理を行う期間》 

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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         提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第７６号 教育部 文化・スポーツ振興課 

議 案 名 指定管理者の指定について 

（ 説 明 ） 

現在の指定管理者受託団体である「公益財団法人筑紫野市文化振興財団」につきま

しては、平成１８年度の指定管理導入時から現在まで効率的かつ安定した運営を行っ

てきた実績があります。 

また、当該団体は市民の文化的生活の向上及び地域文化の振興に寄与する公益的事

業を行うことを目的として、本市が１００％出資して設立された法人であり、文化政

策意図を十分に理解したうえで事業に反映できる技術と能力を備えており、管理施設

を文化芸術の発信拠点とし市民の視点に立った公益的事業等を展開することが期待で

きるところです。 

このことから、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、以下のとおり指

定管理者に当該団体を指定することについて同条第６項の規定により議会の議決を求

めるものです。 

 

《管理を指定する施設》 

筑紫野市文化会館 

 

《指定管理を行う期間》 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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        提案内容補足説明書    （ＮＯ１） 

議案番号 第７７号 総務部 財政課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第６号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第６号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

43,709,452 616,704 44,326,156 

 

 歳出予算補正の主な内容  

２・１・８ 15 基金積立事業（財政課）・・・ｐ14 

     公共施設等整備基金（土地開発基金、宅地開発等関連施設準備基金及び 

地域福祉基金廃止に伴い、取り崩し分を積み立てるため）32,483千円 

 

２・２・１ ７ ふるさと応援寄附金納付促進事業（企画政策課）・・・ｐ14 

     手数料、委託料増（ふるさと応援寄附金歳入見込み増に伴い、委託業者へ

の手数料及び委託料を増額するもの）           75,932 千円 

 

  ３・２・３ ４ 拡大子ども医療費支給事業（国保年金課）・・・ｐ18 

      扶助費増（令和６年10月から小学生無償化による受診件数の増加及び令

和７年10月から中学生無償化による受診件数の増加見込に伴い、扶助費

を増額するもの）                   19,911千円 

 

 ３・２・５ 31 保育所等ＩＣＴ化推進等事業（こども政策課）・・・ｐ18 

      補助金皆増（こども誰でも通園制度の実施（私立保育所２か所）にあた 

り、総合支援システムを利用するためのパソコン購入への補助を実施す

ることに伴い、補助金を皆増するもの）         1,650千円 
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   提案内容補足説明書 継紙  （ＮＯ２） 

 

７・１・２ 10 総合公園遊具等更新事業（管理保全課）・・・ｐ23 

      単独工事費増（総合公園多目的駐車場を整備することに伴い、単独工事

費を増額するもの）                  19,979千円 

 

９・２・２ 23 小学校屋内運動場空調設備整備事業（教育政策課）・・・ｐ25 

      調査設計委託料皆増（市内小学校全11校の屋内運動場に空調設備を整備

することに伴い、委託料を皆増するもの）         21,864千円 

 

 歳入予算補正の主な内容  

16・２・１ 民生費国庫補助金（こども政策課）・・・ｐ10 

保育対策総合支援事業費補助金（1/2,2/3）（保育所等ＩＣＴ化推進等事 

業及び乳児等通園支援事業の新規実施に伴うもの）     1,400千円 

 

19・１・２ ふるさと応援寄附金（企画政策課）・・・ｐ11 

ふるさと応援寄附金（ふるさと応援寄附金歳入見込みの増に伴うもの） 

157,375千円 

 

20・１・１ 基金繰入金（財政課）・・・ｐ11 

公共施設等整備基金繰入金（庁舎管理事業の増額等に伴うもの） 

1,388千円 

財政調整基金繰入金（国庫支出金返還金等の財源とするもの） 

127,233千円 

土地開発基金繰入金（基金廃止に伴うもの） 

6,084千円 

宅地開発等関連施設準備基金繰入金（基金廃止に伴うもの） 

98千円 

地域福祉基金繰入金（基金廃止に伴うもの） 

26,301千円 
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 提案内容補足説明書    

議案番号 第７８号 市民生活部 国保年金課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                  （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

9,823,272 5,621 9,828,893 

  歳出予算補正の内容  

１・１・１ 80 職員給与費（人事課）・・・ｐ９ 

     職員手当等増（職員人事異動によるもの）         412千円 

４・１・１ 1 特定健康診査事業（健康推進課）・・・ｐ９ 

     健康診査等委託料増（受診者の増加によるもの）     5,209千円 

 

 歳入予算補正の内容  

５・１・１ 一般会計繰入金（国保年金課）・・・ｐ８ 

     職員給与費等繰入金（職員人事異動によるもの）      412 千円 

     一般会計繰入金（特定健康診査受診者の増加によるもの） 5,209 千円 
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 提案内容補足説明書    

議案番号 第７９号 総務部 人権政策・男女共同参画課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正 

予算（第１号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

1,824 60 1,884 

 

  歳出予算補正の内容  

１・１・１ １ 一般事務経費（人権政策・男女共同参画課）・・・ｐ17 

     住宅新築資金等貸付事業財政調整基金積立金 

（前年度繰越金を積み立てるもの）            60千円 

 

  歳入予算補正の内容  

３・１・１ 繰入金（人権政策・男女共同参画課）・・・ｐ16 

     基金繰入金（繰入金見込の減によるもの）         △1 千円 

 

４・１・１ 繰越金（人権政策・男女共同参画課）・・・ｐ16 

     前年度繰越金（令和６年度実質収支額確定のため）     61 千円 
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提案内容補足説明書    

議案番号 第８０号 健康福祉部 高齢者支援課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

（１）歳入歳出予算の補正                  （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

8,115,299 △10,098 8,105,201 

歳出予算補正の主な内容  

２・１・３ １ 施設介護サービス給付費（高齢者支援課）・・・ｐ26 

給付費減（利用件数の減によるもの）         △28,344千円 

２・２・２ １ 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢者支援課）・・・ｐ26 

給付費増（利用件数の増によるもの）          10,270千円 

２・２・４ １ 介護予防住宅改修費（高齢者支援課）・・・ｐ27 

給付費増（申請件数の増によるもの）           2,494千円 

歳入予算補正の主な内容  

４・１・１ 介護給付費負担金（高齢者支援課）・・・ｐ24 

現年度分（施設介護サービス給付費の減によるもの）   △1,937千円 

５・１・１ 介護給付費交付金（高齢者支援課）・・・ｐ24 

現年度分（施設介護サービス給付費の減によるもの）   △2,615千円 

６・１・１ 介護給付費負担金（高齢者支援課）・・・ｐ24 

現年度分（施設介護サービス給付費の減によるもの）   △1,211千円 
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      提案内容補足説明書        

議案番号 第８１号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                  （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

169,615 129 169,744 

 

  歳出予算補正の内容  

１・１・１ 80 職員給与費（人事課）・・・ｐ36 

職員手当等（時間外勤務手当、共済組合負担金の増）    129千円 

（内訳）時間外勤務手当の増   107千円（業務量の増を反映） 

共済組合負担金の増   22千円（掛金割合の増を反映） 

 

  歳入予算補正の内容  

３・１・１ 一般会計繰入金（上下水道料金総務課）・・・ｐ35 

一般会計繰入金（職員給与費の増に伴うもの）       129千円 
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         提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 
議案番号 第８２号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）について 

（ 説 明 ） 

補正の概要  

（１）収益的収入及び支出 

【収益的収入】 補正なし 

                           

【収益的支出】 原水及び浄水費、配水及び給水費、業務費、総係費（給料等） 
・・・職員の人事異動等に伴う人件費の補正 

                             （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

1,984,598 252 1,984,850 

■ 補正の内容 

１・１・１  原水及び浄水費 
給料等                     21 千円 

１・１・２  配水及び給水費 
給料等                    △601 千円 

１・１・３  業務費 

給料等                    1,482 千円 

１・１・４  総係費 

給料等                    △650 千円 

 

（２）資本的収入及び支出 

【資本的収入】 補正なし 

                            

【資本的支出】 建設改良費（給料等）・・・職員の人事異動等に伴う人件費の補正 

                             （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

868,404 3,106 871,510 

■ 補正の内容 

１・１・１  建設改良費 

給料等                    3,106 千円 

 

- 79 -



提案内容補足説明書  継紙  （ＮＯ２） 
（３）債務負担行為 
  

事 項 期 間 限 度 額 
漏水修理工事等当番業務委託契約 令和８年度 １２，０２８千円 

 
 ■ 漏水修理工事等当番業務委託契約 
  給水区域内の導水・送水・配水管の漏水事故や、宅内給水管の修理復旧等に対応す

るための２４時間体制の業務委託料として、債務負担行為限度額を１２，０２８千円

に設定するものです。 
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   提案内容補足説明書 
議案番号 第８３号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

（ 説 明 ） 

補正の概要  

（１）収益的収入及び支出 

【収益的収入】 補正なし 

                           

【収益的支出】 総係費（給料等）・・・職員の人事異動等に伴う人件費の補正 
                             （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

2,129,258 △1,452 2,127,806 

■ 補正の内容 

１・１・５  総係費 

給料等                   △1,452 千円 

 

（２）資本的収入及び支出 

【資本的収入】 補正なし 

                            

【資本的支出】 公共下水道整備費（給料等） 
・・・職員の人事異動等に伴う人件費の補正 

                             （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

1,121,870 1,863 1,123,733 

■ 補正の内容 

１・１・１  公共下水道整備費 

給料等                    1,863 千円 
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